
平成２７年７月３１日

１ 施設の概要

２ 指定管理者が行う業務

３ 施設の管理体制

４ 施設の利用状況

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 合計

２６年度 9,526 13,018 7,059 11,250 19,635 10,662 9,255 8,184 6,777 5,642 6,255 8,497 115,760

２５年度 583 1,319 1,984 7,006 15,458 7,427 6,186 6,080 4,493 4,767 6,307 12,437 74,047

増　減 8,943 11,699 5,075 4,244 4,177 3,235 3,069 2,104 2,284 875 -52 -3,940 41,713

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 合計

２６年度 6 6 22 12 6 3 6 6 7 2 2 2 80

２５年度 8 6 6 8 2 5 8 10 9 6 6 2 76

増　減 -2 0 16 4 4 -2 -2 -4 -2 -4 -4 0 4

利用料金 会議室利用料　３０分当たり４００円

施設内容
○敷地面積　　　　　２，３０１．３８平方メートル
○延床面積　　　　　３，９１９．３８平方メートル
○主な施設内容　　　事務室、会議室、展示室、フェリー連絡通路

管理体制
【体制図等】

局長（1）－事務次長（1）－課長補佐（1）－庶務係長（1）－実務担当者（1）－非常勤職員（3）
　

みなとさかい交流館 境港市大正町２１５施　設　名

施設所管課名

平成26年4月1日～平成31年3月31日

境みなと・オアシス

利用者数 (人)

境みなと・オアシス　12月29日から翌年1月3日まで
会議室　　　　　　　原則日曜日、土曜日、休日及び12月29日から翌年1月3日まで

休館日

　　正職員（常勤職員）：５人、非常勤職員：３人、臨時職員：０人　〔計８人〕

○管理施設の施設設備の維持管理に関する業務
○管理施設の利用許可、利用料金の徴収等に関する業務（交流館設置管理条例に基づく利用の許可、
適正な管理に必要な利用者への措置命令及び管理施設からの退去命令、利用料金の徴収、利用料金の
減免）
○その他管理施設の管理に必要な業務（来館者の受付及び案内、利用指導又は操作、利用者へのサー
ビス提供、管理施設の利用促進）

境みなと・オアシス　８：３０～１７：００
会議室　　　　　　　８：３０～１７：００

指 定 管 理 業 務 点 検・評 価 シ ー ト（平成２６年度業務)

所在地

連絡先

指定期間境港管理組合指定管理者名

設置目的

開館時間

設置年月日 平成9年7月1日

会議室
利用料金収入
　　　 (千円)

委託業務の内容

0857-26-7585県土整備部空港港湾課

県民の港湾に対する理解を促進し、海を通じた交流の発展に資するための施設として設置する。



５ 収支の状況

６　労働条件等

（参考）
○労働基準監督署長への届出が必要な労使協定の例（労働基準法に基づくもの）
　・労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合（労働基準法第18条）
　・１ヶ月単位の変形労働時間制（労働基準法第32条の２　就業規則に定めた場合には届出不要）
　・１年単位の変形労働時間制（労働基準法第32条の４、第32条４の２ほか）
　・１週間単位の非定型的変形労働時間制（労働基準法第32条の５）
　・時間外労働・休日労働（労働基準法第36条　いわゆる「３６協定」）
　・事業場外労働のみなし労働時間制（労働基準法第38条の２　事業場外労働が法定労働時間内の場合は不要）
　・専門業務型裁量労働制（労働基準法第38条の３）

○各種管理者等の業種・規模に係る要件（労働安全衛生法に基づくもの）

備考

業種

501人～1,000人（３人選任）

臨時職員

選任の要否：否　　　選任状況：選任

選任の要否：要　　　選任状況：事務局長を選任

147千円/月

無

3,001人以上（６人選任）

正職員 非常勤職員

給与金額

使用者の確認

1月17日

無

時間管理の手法

労働時間

休暇、休日の状況

就業規則の作成状況

休暇：年10日～20日
休日：年末年始ほか
勤務割表により定め
る日

所定労働時間

※平均月額を記入

支払い遅延等の有無

一般健康診断の実施

産業医の選任

選任の要否：否　　　選任状況：選任なし

※適否を記入

※有無を記入

実施

安全衛生

※業種・規模の要件あり

※規模の要件あり

安全衛生推進者（衛生推進者）の選任

給与

状況

労働条件の書面による提示

労使協定の締結状況

確認項目

雇用契約
・

労使協定

任用条件通知書、非
常勤職員取扱要領

最低賃金との比較 適

※書面の名称を記入

※労働基準監督署長へ
の届出が必要な協定の有
無

0

53,913,153

2,788,535

収 　支 　差 　額 0

小　計

2,210,687

2,788,535

48,321,57350,532,260

56,701,688計

76,140

14,725,635

53,837,013

53,913,153

4,260

2,498,49239,111,378

76,140

小　計

２５年度 増　　減

80,400

２６年度

計

雑入

県委託料

支出

4,260

285,783

2,784,275

会議室使用料

5,591,580 人  件  費

収入

80,400

15,011,418

41,609,870

6,169,428

56,621,288

56,701,688

事業収入

事業外収入

区　　　　　分

※幅がある場合は上限、
下限を記入

577,848

 管理運営費

安全管理者と同じ
衛生推進者 安全管理者の選任を要する業種以外の業種

2,001人～3,000人（５人選任）

10人以上50人未満
10人以上50人未満

50人以上

50人～200人（１人選任）
201人～500人（２人選任）

産業医

安全管理者

衛生管理者

全ての業種
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業（物の加工業を含
む。）、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品
卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家
具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、コルフ場業、
自動車整備業及び機械修理業

全ての業種

※規模の要件あり

50人以上

有
※常時１０人以上の労働
者を起床する場合は作
成、届出が必要

※幅がある場合は上限、
下限を記入

※タイムカード、ICカード、
自己申告、使用者の現認
などの別を記入

種別 規模（常時使用する労働者数）

安全衛生推進者

安全管理者の選任 選任の要否：否　　　選任状況：選任なし ※業種・規模の要件あり

衛生管理者の選任

1,001人～2,000人（４人選任）



７ サービスの向上に向けた取組み

８ 利用者意見への対応

　ご意見ありがとうございます。以前は待合室に電波時計を設置していまし
たが、館内に電波が入りにくいため、時刻がずれることが多々あり、やむな
く撤去致しました。
　お客さまにはご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解いただきますよう宜
しくお願い申し上げます。

　ご意見ありがとうございます。交流館へのご来場ありがとうございまし
た。チケットカウンター前は、当館を利用されるお客さまが行き交う場所で
もある為、常時椅子を設置することはできませんが、状況に応じた対応につ
いて隠岐汽船と協議して参ります。

施設管理

取　　組　　み　　内　　容

いつも七類を利用させて頂いています。
今回境港を利用させて頂き展示等楽しい
一時を過させていただきましたが船券の
購入に当り待つ為に長い間立っているの
が老人にはつらく少し椅子の用意が出来
ればうれしいと感じました。

バスや鉄道等の交通機関を利用するため
の憩いの場としても、掛時計があった方
が、利用してもらいやすくなる。

・施設内に設置する意見箱
・施設で行う利用者アンケート
・県への「県民の声」による意見受付

利用者の利便性向上のため、エスカレーターの終日運転を実施した。(H26.12.20～休日及び祝日のみ）

安全面に配慮し、館内に監視カメラを設置した。

区　分

利用者意見
の把握方法

設備

展示会場に感銘を受けました。階下や出
入口に案内をＰＲしたらもっと観に上が
られると思います。

２Fエスカレーター横の出口を出たテラス
と１F外への階段おどりばは、鬼太郎列車
をバックに写真が撮影すると良い図柄に
なるので「撮影スポット」とか案内した
ら良いと思う。

　ご意見ありがとうございます。館内に空きスペースがないため、図書館単
独での設置は難しいのが現状です。しかし、２階展示室の一部に鳥取県出身
の漫画家の作品約３４０冊を設置し、閲覧可能にしております（持出は厳
禁）。この内の約７０冊は水木しげるの代表作が占めています。
　また船舶関連書籍については、同展示室のクルーズ客船関連展示コーナー
に約４０冊を閲覧用に設置しています。しかしながらいずれも充分な蔵書を
有しておりませんので、市内公共図書館と合わせてご理解いただくよう、今
後お客様にご案内して参ります。

利用者からの苦情・要望

図書館あるとなおよし！！特に水木作品
のものを充実する。日本には「船員図書
館」が事実上ないので船員用・一般客用
公共図書館にするといい。図書館北上の
図書館にするとなお可。

対　応　状　況

　ご意見ありがとうございます。今後の参考とさせていただきます。

エスカレーター動かして。

　ご意見ありがとうございます。当館にはエスカレーターが一台しかないこ
とから、フェリーの乗船時には昇り、下船時には下りの交互運転にて稼働し
ております。それ以外の時間帯は稼働を停止し、階段としてご利用いただく
ようにしております。
　現在、改善策を検討中ですので、何卒ご理解のほど宜しくお願い致しま
す。

　ご意見ありがとうございます。現在、２階展示室へのご案内の方法と致し
ましては、エスカレーター下や出入り口付近に案内看板や全館の館内図を設
置したり、１階から２階の壁へ足跡シールを貼って上の階へ誘導をすると
いった試みを行っています。今後も、お客様の動きを見ながら、展示室のＰ
Ｒを積極的に行ってまいりますので、末永くのご愛顧を宜しくお願い致しま
す。



９ 指定管理者による自己点検

・近年建物自体の老朽化に伴い施設内の様々な設備故障や不具合が発生している。
・クルーズ客船寄港に伴う外国人利用者の増加に対応するため、２階展示スペースの外国語標記の併用に努めていく。
・構造上困難な部分もあるが、可能な範囲で施設のバリアフリー化を進めていきたい。

　利用者からの積極的な評価

　〔成果のあった取組み・積極的に取り組んだ事項〕

（サービス）
・利用者の要望・意見や故障や修繕にも速やかに対応し、館内の安全管理・維持管理に努めた。

（境みなと・オアシス）
・保育園などの近隣団体へのパンフレット送付等、利用促進に努めた。また、季節に合わせたイベントの開催、県内外
者へ展示スペースの貸出を行い、固定化された展示物だけではないという展示室の魅力を伝えることができ入館者数が
増加した。

（経費削減）
・館内冷暖房の温度管理を徹底、不要箇所の不点灯、照明設備のＬＥＤ化を進める等、経費の削減に努めた。

　〔現在、苦慮している事項〕〔今後、改善・工夫したい事項・積極的に取り組みたい事項〕

・楽しかったです。
・いろいろな物があってよかったと思います。
・すごく、スタンプラリーがよかった。
・授乳室があるなんて知らなくて、すごくうれしかった！！ありがとうございました！！すごく便利。
・楽しかった!！また来るぜ！！
・ほんとにここは、たのしすぎます。
・楽しかった～また来たい
・境みなと・オアシス良かです！！！（又、来ますので。）
・すごくたのしかったし、またきたいです。おいしいたべものもありました。
・子どもが楽しめました。
・久しぶりに来て、色々な物を見てとても楽しかったです。
・トイレがきれいでよかったです！
・パズルがとても良いです。子供達も喜んでやっています。
・暖房の温度が丁度よくていいと思います。また、ご利用させていただきます。トイレも清潔で大変使いやすかったで
す。



10 施設所管課による業務点検

　※総括欄は、各項目の平均の小数点以下第2位を四捨五入した数値を基本に、総合的に評価する。

〔県の施策への協力〕

　○障がい者就労施設への発注
2 調達実績が無い。

4

3

4 ・会議室の使用許可、利用料金の徴収事務等適切に実施され
ている。

・適切に実施されている。

評　価 点　　　検　　　結　　　果

〔施設の利用の許可、利用料の徴収等〕

不適正事案等は無く、適切に処理されている。

〔利用者サービス〕

5

　　　　　　１：協定書の内容に対して重大な違反事項が認められる、指摘済みの不適切事項が放置されている、
　　　　　　　　計画・目標、前年度実績を大きく下回っているなど、大いに改善を要する。

　　　　　　２：協定書の内容に対して不適切な事項が認められ、また、計画・目標を達成していない。

　　　　　　４：協定書の内容以上の適切な管理が行われており、計画・目標を上回る実績があった。

〔関係法令の遵守状況〕

　○利用指導・操作

　○利用料金の徴収、減免の実施

4

・保守管理、保安警備及び清掃については外部委託しており、
適切に実施されている。
・修繕についても不具合が生じた場合速やかに対応するなど、
適切に実施されている。
・緊急マニュアルの作成、訓練の実施は適切に行われている。

5

・２階展示スペースにおいて各種イベントを実施するなど、利用者の
増加に向けて積極的に取り組んでおり、大幅な利用者増となった。
・近隣団体へのパンフレット送付やホームページ更新など、施設の
PRに努めている。
・意見箱やアンケートにより利用者の意見の把握に努めている。

・経費節減等により、収入額が支出額を上回ったため県へ委託料の
返還（2,105千円）を行っている。

　○附属設備・備品の貸出し

〔その他管理施設の管理に必要な業務〕

　○利用者意見の把握・対応

　○利用受付・案内

　○利用の許可

　○適正管理に必要な利用者への措置命令

総　　　　括

　○開館時間、休館日、利用料金等

　 ・労働関係法令
　　（労働基準、労働安全、障がい者雇用等）

3

　○県内発注（鳥取県産業振興条例）

適切に実施されている。

　○関係法令に係る行政指導等の有無等

　○業務報告書(月次)における内部検査結果

　○利用料金等に係る適正な会計事務
　　（利用券、利用券管理簿の管理など）

〔収入支出の状況〕

〔職員の配置〕

　○利用者へのサービス提供・向上策

　○施設の利用促進

　○個人情報保護、情報公開

《評価指標》５：協定書の内容について高レベルで実施されており、また、計画・目標を上回る実績があり、
　　　　　　　　優れた管理運営がなされている。

3 ・計画どおり適切に配置されている。

　 ・環境関連法令
　　（大気、水質、振動、廃棄物等）

〔会計事務の状況〕

　 ・その他の法令

　○必要な規程類の整備
　　（会計規程、協定書等で整備が定められて
　　　いる規程など）

　○不適正事案や事故等の有無

　　　　　　３：おおむね協定書の内容どおり適切な管理が行われており、計画・目標に近い実績を達成してい

項　　　　　　　目

〔施設設備の維持管理・緊急時の対応等〕

　○施設設備の保守管理・修繕

　○施設の保安警備、清掃等

4

　○事故の防止措置、緊急時の対応


